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佐賀県文化財指定候補（令和７年度） 

No. 種別・名称及び員数 所有者・所在地 

１ 

佐賀県重要文化財（工芸品） 

刀
かたな

 銘
めい

肥
ひ

前
ぜん

国
のくに

忠
ただ

吉
よし

 慶 長
けいちょう

五年
ごねん

八月
はちがつ

吉日
きちじつ

 

一口 

[所有者] 佐賀県 

[所在の場所]佐賀県佐賀市城内一丁

目 15 番 23 号（佐賀県立博物館） 

[指定の理由] 

佐賀藩主鍋島家のお抱え刀工であった初代忠吉(橋本新左衛門 1572～1632 年)の作品。

刃長は 68.7 ㎝、反りは 1.8 ㎝。鎌倉時代から南北朝時代の太刀や長巻を短く改造して刀

とした桃山時代の嗜好を反映した長巻直しと呼ばれる形式で、地
じ

鉄
がね

は良く積んだ小板目
こ い た め

、

沸
にえ

出来
で き

の刃文は直刃
すぐは

に互
ぐ

の目
め

が混じり、優れた出来映えで保存状態も良い。 

忠吉の一門は多くの刀工を輩出し、その作品は佐賀藩から幕府、諸大名への贈答に用

いられるなど高く評価され、佐賀を代表する産品として肥前刀と呼ばれるようになる。 

刀剣を切味で位付けした江戸時代の刀剣書『懐
かい

宝剣
ほうけん

尺
じゃく

』では、初代忠吉・三代忠吉を

「最 上
さいじょう

大業物
おおわざもの

」に選ぶなど肥前刀が高く評価されている。美しさとともに実用性も兼

ね備えており、質実
しつじつ

剛健
ごうけん

な佐賀の武士の気風が育んだ刀剣といえる。 

肥前刀には個性的な刃文はなく、華やかな大坂新刀と比べて堅実な作風である。江戸

時代を通じて優れた品質を保つ一方で、多数の刀工を擁した大規模な産業としての側面

を持つ。 

本資料は、東京国立博物館所蔵の《刀 銘 肥前国忠吉 慶長五年八月吉日》とともに初

代忠吉の最も古い紀年銘作品である。日本刀剣史上に大きな地位を占める肥前刀の

黎明期
れいめいき

を物語る重要な作品と位置付けられ、佐賀県の歴史と文化を知るうえで欠くこと

のできないものである。 

以上のことから、佐賀県重要文化財に指定し、その保存及び活用を図るものである。 

  

 
刀 銘肥前国忠吉 慶長五年八月吉日（佐賀県所蔵） 

別 紙 
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No. 種別・名称及び員数 所有者・所在地 

２ 

佐賀県重要文化財（古文書） 

圓通寺
えんつうじ

文書
もんじょ

 一三点 

[所有者] 圓通寺 

[所在の場所] 小城市小城町松尾 3832 番地

（圓通寺）/小城市小城町 158 番地４（小城

市立歴史資料館） 

[指定の理由] 

圓通寺は、白
はく

雉
ち

元年(650)創建の小城市最古級の寺院を前身とする。宋から臨済宗
りんざいしゅう

大覚派
だいかくは

の祖である蘭渓
らんけい

道 隆
どうりゅう

が来日した際、これに師事する若 訥
じゃくとつ

宏
こう

辯
べん

が 入
にゅう

寺
じ

したこと

で天台宗
てんだいしゅう

から臨済宗に改められた。 

 圓通寺文書のうち蘭渓道隆の偈
げ

と弘
こう

長
ちょう

二年（1262）の書状は、日本伝来直後の臨済宗

の教圏拡大状況を示し重要である。遺偈
ゆ い げ

の伝わる若訥宏辯の法
ほう

燈
とう

は大覚派内で高く評価

され、元弘
げんこう

４年（1334）に後
ご

醍醐天皇
だいごてんのう

から当知行
とうちぎょう

安堵
あ ん ど

の綸旨
り ん じ

が下され、貞和
じょうわ

6 年（1350）

には鎌倉
かまくら

建長寺
けんちょうじ

・京都
きょうと

南禅寺
なんぜんじ

に並ぶ「三間
さんげん

山
ざん

圓通
えんつう

興国
こうこく

禅寺
ぜ ん じ

」の称号を授かったことから

も、朝廷より特別な尊崇と保護を受けたことが分かる。なお、正安
しょうあん

３年（1301）の後宇

多上皇の院宣は、寺号「圓通寺」の初見である。 

 圓通寺は千葉氏や九 州
きゅうしゅう

探題
たんだい

の一色
いっしき

氏・今川
いまがわ

氏からも保護を受けた。千葉氏は寄進

状や裁許状
さいきょじょう

を発給し、一色氏や今川氏は九州探題就任直後に境内保護の禁制を与え

た。千葉氏は文永
ぶんえい

11 年（1274）、弘安
こうあん

４年（1281）に起きた蒙
もう

古
こ

襲
しゅう

来
らい

で西遷
せいせん

した東国
とうごく

御家人
ご け に ん

で、千葉宗
むね

胤
たね

の時に圓通寺の開基
か い き

となり、建長寺を模した七堂
しちどう

伽藍
が ら ん

や、当代一

流の仏師湛
たん

康
こう

、湛
たん

誉
よ

の手による木造持
もくぞうじ

国天
こくてん

立 像
りゅうぞう

・木造
もくぞう

多聞天
たもんてん

立 像
りゅうぞう

（佐賀県重要文化

財）を寄進して天皇ならびに将軍家、肥前千葉氏の繫栄、小城郡の安穏を祈願した。 

このように、圓通寺文書は、中世にかけて圓通寺が日本仏教の主要宗派や在地社会に

大きな影響を与え、天皇家や在地領主とも関係を深めた重要な存在であった様子を示し

ている。 

先に佐賀県重要文化財に指定された木造持国天立像、木造多聞天立像と併せて、中世

日本の地域社会における宗教・政治・経済・文化を知る上でも第一級の歴史資料である

ことから、佐賀県重要文化財に指定し、その保存及び活用を図るものである。 

 

 

 

「千葉宗胤寺領寄進状」 

弘安六年（1283）  

圓通寺所蔵 

（東京大学史料編纂所撮影） 
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No. 種別・名称及び員数 所有者・所在地 

３ 

佐賀県重要無形民俗文化財（風俗慣習） 

小城
お ぎ

祇園
ぎおん

の山挽
やまひき

行事
ぎょうじ

 

[保持団体]  

小城町山鉾保存会（横町区・上町区・中町区・

下町区） 

[所在の場所] 

小城市小城町松尾（須賀神社） 

小城市小城町松尾・岩蔵（横町区） 

小城市小城町（上町区・中町区・下町区） 

[指定の理由] 

小城祇園の山挽行事は、須賀
す が

神社（旧祇園社）の祇園会
ぎ お ん え

に際して行われる民俗行事で

ある。「山鉾」または「ヤマ」と呼ばれる３台の挽山が上町・中町・下町を巡行する。 

本行事は、本祭前日までに行われる人形製作や市内約 50 地区からの資材奉納、山起
やまおこ

し、横町区による浮立奉納、本祭当日の人形飾り、本祭での山挽、本祭後の山崩しなど

から構成される。 

寛政 12 年（1800）に編纂された小城藩の藩政記録『元茂
もとしげ

公
こう

御年譜
ご ね ん ぷ

』によれば、正和

５年（1316）に下総国から小城に下向した千葉胤
たね

貞
さだ

が京都祇園社の分霊を祀り、祇園川

沿いで山挽を行ったことが始まりとされる。 

寛永年間（1624～1645 年）に小城藩主導の下、２台の山鉾で巡行していたことが『小

城藩日記』や『元茂公御年譜』に記されている。 

天保 14 年（1843）に農村復興政策「郷内再興」が施行されたことで中断されたが、佐

賀新聞の記事により明治 16 年（1883）になってから山挽の再開が確認できる。再興の

中心となったのは須賀神社の氏子や上町・中町・下町の町民であり、この時に確立され

た３台での挽山体制が現在に伝わる。 

３台の山鉾のうち、上町・中町の２台は屋台形で、下町は軍事設備の井楼
せいろう

に似た構造

である。特に下町の山鉾は釘を用いず竹・藁・縄・葛で造りあげるなど、他地域の山鉾

には見られない特徴がある。 

民俗芸能や行事の起源は不明瞭であることが多い中、本行事は小城藩の藩政記録に記

されるなど、歴史的背景が明確である。また、旧佐賀藩領内で山挽行事が現存し伝承さ

れている例は極めて少なく、佐賀県において貴重な伝承事例として評価できる。 
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No. 種別・名称及び員数 所有者・所在地 

４ 

佐賀県重要文化財（考古資料） 

長倉遺跡出土瑞花双鳥八稜
ながくらいせきしゅつどずいかそうちょうはちりょう

鏡
きょう

 一面 

[所有者] 玄海町教育委員会 

[所在の場所] 

佐賀県東松浦郡玄海町新田 1809 番地 6 

[指定の理由] 

東松浦半島西部に位置する玄海町に所在する長倉遺跡は、玄界灘にそそぐ有浦川と支

流の合流地点に位置している。本鏡は瑞花双鳥八稜鏡と呼ばれる青銅鏡で、平成６年

（1994）の発掘調査で、鎌倉時代と推定した石敷遺構付近より出土した。 

八稜鏡は、唐鏡と呼ばれる鏡式の一つであり、外区の輪郭に８つの尖りを持つ青銅製

の鏡である。日本では唐鏡を模して、平安時代から鎌倉時代にかけて盛んに製作された。 

本鏡は直径 9.15cm、最大高 0.6cm、重さ 147g である。内区中心部に置かれた鈕の周

囲に花弁状の鈕座を巡らし、その外側に花唐草の植物（瑞
ずい

花
か

）と長く反り上がる３条の

尾をもつ鳳凰
ほうおう

とみられる鳥を対になるよう配置している。内区と外区を分かつ界圏
かいけん

は

珍しい四稜形をしており、外区には一部退化した唐草文が配されている。これらの文様

から年代は 11 世紀中頃を下限とする。 

また、鏡の成分分析を２カ所で行った結果、鉛の含有量が 41.4％と 53.3％と高い値

が得られた。これは平安時代中期からみられる「 鉛
なまり

銅手
どうて

」と呼ばれる鉛含有量の多い

鏡の特徴と共通しており、「鉛銅手」の鏡は経塚への埋納をはじめ、寺社や霊峰
れいほう

等への

奉納
ほうのう

など、祭祀
さいし

関連の遺跡から多く出土している。 

本鏡は、佐賀県内から出土した八稜鏡（本鏡を含め２例）のうち唯一完形のものであ

り、末法思想が盛んであった平安時代中期の「鉛銅手」の青銅鏡として、当時の東松浦

地域における人々の思想・信仰を知る上で重要である。 

以上のことから、佐賀県重要文化財に指定し、その保存及び活用を図るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長倉遺跡出土瑞花双鳥八稜鏡 瑞花双鳥八稜鏡出土状況写真 
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No. 種別・名称及び員数 所有者・所在地 

５ 

佐賀県天然記念物（植物） 

天川
あまがわ

のカヤ 一株 

[所有者] 草場和則 

[所在の場所]  

佐賀県唐津市厳木町天川 1639‐1，1640  

[指定の理由] 

「天川のカヤ」は、唐津市
か ら つ し

厳木町
きゅうらぎまち

天川字 榎
えのき

ノ元
の も と

に位置する旧天川村庄屋屋敷の敷地

境界を画する石垣の前面を覆うように生育している。推定樹齢は 500～700 年で、樹高

20ｍ、幹周り 4.5ｍ、枝張り 20ｍを測る巨木である。全体的に樹勢が盛んで、風格ある

樹容を示している。このことから、唐津市指定天然記念物であるとともに「さが名木 100

選」にも選定されている。この規模のカヤは、全国の指定物件と比較しても、例えば青

森県天然記念物の「妙経寺
みょうきょうじ

のカヤ」（推定樹齢 500 年、幹周り 4.5m）と同等かそれ以上

であり、佐賀県内有数であるだけでなく、全国的にも引けを取らない巨木である。 

当該樹木には７種類の着生植物が認められる。特に、希少植物である着生ランのセッコ

クが多数着生しており、その植物学的価値は極めて高い。６月中旬頃になるとセッコク

の花が一斉に咲き、カヤの木の幹枝が白く染まる様子はとても美しく、また、巨木に豊

富な着生植物が絡み込む姿は、名木・古木としての風格がある。 

カヤはイチイ科カヤ属の常緑針葉高木
じょうりょくしんようこうぼく

で、本州、四国、九州、朝鮮半島南域に広く

分布する。カヤの実は食用で、人家の庭先や寺社の境内地によく植栽される。また、カ

ヤ材は、高級質な材木として仏像や碁盤・将棋盤、建築材等に多用された。カヤは日本

列島において古くから人々の生活と密接に関係してきた樹木であり、わが国の生活文化

史を語るに重要な樹木である。 

天川家
あまがわけ

（草場家
く さ ば け

）は、中世には岸
きし

岳
たけ

城主波多家に仕えた一族であるといい、慶長期に

天川
あまがわ

土佐守
とさのかみ

藤原尚継
ふじわらのなおつぐ

が寺沢
てらざわ

志摩守
しまのかみ

広
ひろ

高
たか

から天川村の庄屋職に任じられ、江戸時代を

通して居付庄屋を務めた。当該樹木は屋敷の雷除けとして代々大切に保護されてきたと

いい、樹木の根元には兜が埋められているとの言い伝えがある。また、カヤの実は髪油

として利用されたほか、子どもの頻尿対策の薬としても重用された。 

当該樹木は、県内有数のカヤの巨木である上に、全国の天然記念物に指定されている

カヤの巨木と比較しても遜色ない規模である。また、樹勢の良さや着生植物の豊富さ、

地域との歴史的・文化的な結びつきから、佐賀県天然記念物として指定されるべき価値

を有する。 

南東側から 南西側から 
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佐賀県文化財登録候補（令和７年度） 

No. 種別・名称及び員数 所有者・所在地 

１ 

佐賀県登録文化財〔無形文化財（工芸技術）〕 

西 川 登
にしかわのぼり

竹細工
たけざいく

 

[保持者等]  栗山商店 

[所在の場所] 佐賀県武雄市西川登町大字

神六 28436-3 

[登録候補とする理由] 

西川登竹細工は武雄市西川登町高瀬
こうぜ

地区を中心として、明治初期ごろに農業の副業と

して始まり、今日まで製作されてきた竹細工である。  

明治末期から大正期にかけて最盛期を迎え、県内有数の竹細工産地として発展した。

しかし、昭和 30年代以降、竹細工製品の需要は急激に減少し、県内各地に存在した竹

細工産地は次第に姿を消していった。現在は県内で唯一、竹細工の製作技術を継承して

いる地域である。 

申請者である栗山商店では竹の特性や季節的条件を考慮しつつ、竹林の管理・伐採か

ら編み上げに至るまでの全工程を一貫して行っている。 

使用する真竹
まだけ

・淡竹
はちく

・黒竹を秋から冬にかけて伐採し、一定期間の乾燥および必要に

応じて油抜きを行う。５月頃に鉈包丁を用いて竹を割り、編組に適した大きさに整え、

その後、ひごこしらえの工程に進む。 

ひごこしらえでは剥ぎ・幅引き・面取りなどの工程を経て材料が整えられる。ひご

は、最長６〜７m に及ぶ細く長いものとなる。また、ひごこしらえでは、一般的には柄

と刃が平行な鉈や包丁が用いられるが、西川登地区では柄と刃が直行する鎌を使用す

る。 

編み上げの工程では、四ツ目編み、六ツ目編み、網代編みなどの基本な編組技法を用

い、用途や形状に応じて組み合わせながら製作が進められる。縁は左巻きで巻き上げら

れ、全体の形状や編みの均整を確認しながら仕上げが施され、製品が完成する。 

西川登竹細工は佐賀県指定伝統的地場産品にも選定され、栗山商店では長年にわたり

培われてきた製作技術を基盤に、耐久性と実用性を兼ね備えた製品づくりを行ってい

る。 

近年、社会構造や生活様式の変化により担い手は減少し、技術継承が危惧されている

状況の中、県登録無形文化財とすることで、社会的認知を高め、後継者育成や普及啓発

活動を継続的に行うための基盤を強化し、西川登竹細工の技術を継承したいと考えてい

る。今回、県登録文化財として登録することは、申請者らの技術継承に対するさらなる

意欲向上を促すことに繋がると考えられる。 
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２ 

佐賀県登録文化財〔無形文化財（工芸技術）〕 

鹿島
かしま

錦
にしき

 

[保持者等]  鹿島錦保存会 

[所在の場所] 佐賀県鹿島市古枝乙 1855 

[登録候補とする理由] 

鹿島錦とは鹿島地域で小型の卓上機を使用し、経糸に和紙、緯糸に絹糸を用いて幾何

学的文様を中心とした絵柄を織り上げる手織物である。  

発祥については諸説あるが江戸時代後期、鹿島藩第９代鍋島直彜
なおのり

の妻・篤子
あ つ こ

（1799-

1877 年）の代まで遡るとされる。 

当初は「鹿島錦」という名称ではなく「組織
くみおり

」や「組
くみ

錦
にしき

」などと称されていたことが、

鹿島藩第 13 代鍋島直
なお

彬
よし

から大隈重信へ送られた書簡や、直彬の妻・藹子
あ い こ

が祐徳稲荷神

社に奉納した衝立の和歌（1922 年）から確認できる。「組織
くみおり

」は歴代鹿島藩主の妻や女

中たちの教養・教育として普及し、創意と工夫が加えられながら受け継がれた。 

昭和 43 年（1968）に鹿島錦の保存継承と発展のため、旧鹿島藩第 14 代鍋島直
なお

縄
ただ

の

妻・政子を名誉会長として「鹿島錦保存会」が発足し、以来、50年以上にわたり鹿島錦

の技術継承と保存を続けている。 

経糸には三椏
みつまた

や 楮
こうぞ

を原料とした和紙に漆で金箔・銀箔を貼った和紙を用い、幅３㎝

の和紙を 30～45 等分に細く裁断して使用する。緯糸には撚りの強い本絹糸を三本以上

重ねて使用する。 

意匠は網代・菱形などの幾何学文様を基本とし、方眼紙の図案をもとに配色や構成を

工夫する。 

織機には布を巻き上げる機能を備えた「巻き台」を用い、経糸を貼り付けた巻き台に、

網針
あ ぐ り

に巻いた緯糸を一本ずつ通して織り上げていく。 

経糸の和紙は幅 1 ㎜以下と極めて細く、１日で数㎝しか織ることができないため、完

成まで数か月要することもある。繊細な力加減を要し、均一な幅と安定した図柄を保つ

には精緻で熟練した技術が求められる。 

佐賀県指定伝統的地場産品にも選定されており、鹿島錦保存会では継承されてきた技

術を基盤として、実用性と工芸的価値の高さを併せ持つ手織物制作が行われている。 

近年、会員数の減少や高齢化、若手への技術後継が課題となっており、今回、県登録文

化財として登録することは、鹿島錦の価値を県内外に広く発信し、技術の保存と継承へ

の意識を高め、後継者の育成や地域文化の振興にも繋がると考えられる。 

 


